
 

令和４年度 社会福祉士実習指導者講習会開催要項 

 

１ 目 的 

「社会福祉士及び介護福祉士法」の改正により、社会福祉士養成カリキュラムが改訂

され、相談援助実習を行う実習指導者の要件として、実習指導者を養成するための講習

会の受講が義務付けられ、2012年 4月から完全施行されています。 

本講習会は、実習指導者の要件を満たす講習会として厚生労働省に届け出たものであ

り、下記の日程等により開催いたします。 

 

２ 主 催 

社会福祉法人茨城県社会福祉協議会 

 

３ 共 催 

日本ソーシャルワーク教育学校連盟関東甲信越ブロック茨城県支部 

 

４ 後 援 

  一般社団法人茨城県社会福祉士会 

 

５ 日程等   

   令和 4年 9月 4日（日） 

   令和 4年 9月 18日（日） 

受付開始時間         9：10～9：20  

   あいさつ・オリエンテーション 9：20～9：30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注意 新型コロナウイルスの感染拡大等により、オンラインに変更する可能性があります。 

 プログラム 講師 日程 

１

日

目 

実習指導概論 

（講義２時間） 

下司 優里 先生 

（流通経済大学） 

令和 4年 

9月 4日（日） 

9：30～ 

17：30 

昼食休憩含む 

実習マネジメント論 

（講義２時間） 

森地 徹 先生 

（筑波大学） 

実習プログラミング論 

（講義３時間） 

若林 功 先生 

（常磐大学） 

２

日

目 

実習スーパービジョン論 

（講義２時間） 

平塚 謙一 先生 

（常磐大学） 

令和 4年 

9月 18日

（日） 

9：30～ 

17：30 

昼食休憩含む 

実習スーパービジョン論 

（演習５時間） 

山中 俊克 先生 

（茨城キリスト教大学） 

助言者 

平塚 謙一 先生 

（常磐大学） 

若林 功 先生 

（常磐大学） 



 

６ 会 場   

セキショウ・ウェルビーイング福祉会館 ４階 大研修室 

（水戸市千波町 1918） 

 

７ 定 員   

４０名予定 

※定員を超えた場合、以下の条件を満たした者の中から選考いたします。 

①実習指導者の資格要件を満たしていること 

（社会福祉士として３年以上の実務経験を有していること） 

②県内在住または在勤であること 

    ※当講習会はグループワークが含まれます。成果の質を確保するため、受講人数が

一定数に満たない場合は開講中止となる場合があります。 

 

８ 対象者 （次のいずれかに該当する方） 

（１）茨城県内に在住、勤務している社会福祉士であり、かつ、今後実習指導をする予定

がある方 

（２）茨城県内に在住、勤務しており、社会福祉士の資格取得後、原則として３年以上の

実務経験を有する方 

  

９ 受講料 

２０，０００円（税込、下記テキスト代を含みます） 

・「新版 社会福祉士実習指導者テキスト」 中央法規出版 3,080円(税込) 

   ・「社会福祉士実習指導者のための相談援助プログラムの考え方と作り方」中央法規

出版 2,640円(税込) 

 

10 申 込 

茨城県社会福祉協議会ホームページ内に設置する申込フォームに、必要事項を直接入

力して、お申し込みください。 

  [茨城県社会福祉協議会ホームページ]→[福祉の仕事・研修]→ 

[社会福祉事業従事者研修]→[社会福祉士実習指導者講習会] 

 茨城県社会福祉協議会ホームページはこちら⇒  QRコード 

 

11 申込期間 

令和４年６月３０日（木）から令和４年８月２５日（木）までの期間内にお申し込み

ください。 

 

12 受講決定通知 

申込期限後、受講の可否をメールで送付いたします。 

受講可となった方へは請求書を併せて送付いたしますので、指定された日までに、指

定口座へのお振込みをお願いします。 

 

 



 

13 修了認定 

   この講習会は実習指導者となるための認定研修であり、全科目の受講が条件となりま

すので、欠席および 1科目でも遅刻早退がある場合は修了とはなりません。 

   修了者には後日、修了証を発行いたします。 

 

14 個人情報の取扱いについて 

（１）本講習会において取得した個人情報は、本講習会の運営のみに利用することとし、 

「社会福祉法人茨城県社会福祉協議会個人情報保護規程」に基づき適正に管理します。 

 （２）ただし、実習指導者情報の公開の許可をした場合のみ、実習指導者講習会を修了し

た実習指導者名と、実習指導者の在籍する施設・機関等の名称と所在地を社会福祉士養

成校へ公表します。 

 

15 その他 

（１）受講料振込後は原則として受講料の返金はできません。 

（２）本会の都合で研修会を中止とする場合は、受講料を返金いたします。 

（３）昼食は、各自で手配をお願いします。会場内の飲食は可能です。 

 

16 問い合わせ先 

 社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会 福祉人材・研修部（担当：平間） 

水戸市千波町１９１８番地 セキショウ・ウェルビーイング福祉会館２階 

  TEL ０２９－２４４－３７５５ 

 


